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令和2年8月28日（金曜日）東 京 都 公 報（第17165号） １６

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
及
び
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規

則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
十
九
条
並
び
に
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則

第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療

機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
六
十
九
条
及
び
指
定
自
立
支
援
医
療

機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十

三
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
二
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
三
十
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
最
高
裁
判
所
裁

判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

介
護
老
人
保
健
施
設
ラ
イ
フ

サ
ポ
ー
ト
ひ
な
た

練
馬
区
氷
川
台
二
丁
目
十
四
番
三
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ピ
オ

ー
ネ
三
鷹

三
鷹
市
井
口
一
丁
目
十
七
番
二
十
二

号

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三

十
一
年
交
通
局
規
程
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。付

則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条

受
給
資
格
に
係
る
退
職
の
日
が
雇
用
保
険
法
施
行
規

則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
附
則
第
一
条
の
四
に
規
定

す
る
期
間
内
で
あ
る
者
に
係
る
第
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
「
雇
用
保
険

法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
附
則
第
一
条
の

四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
三
十
六
条
（
各
号
列

記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た

者
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正

後
の
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
付
則
第

二
十
三
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
五
月
一
日
以
後
に
退
職
し
た
者
に

つ
い
て
適
用
す
る
。規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
三
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
五

年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

付
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条

受
給
資
格
に
係
る
退
職
の
日
が
雇
用
保
険
法
施
行
規

則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
附
則
第
一
条
の
四
に
規
定

す
る
期
間
内
で
あ
る
者
に
係
る
第
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
「
雇
用
保
険

法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
附
則
第
一
条
の

四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
三
十
六
条
（
各
号
列

記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た

者
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正

後
の
東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
付
則
第
二
十

三
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
五
月
一
日
以
後
に
退
職
し
た
者
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
四
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

付
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条

受
給
資
格
に
係
る
退
職
の
日
が
雇
用
保
険
法
施
行
規
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則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
附
則
第
一
条
の
四
に
規
定

す
る
期
間
内
で
あ
る
者
に
係
る
第
十
三
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
「
雇
用
保
険

法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
附
則
第
一
条
の

四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
三
十
六
条
（
各
号
列

記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た

者
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正

後
の
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
付
則

第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
五
月
一
日
以
後
に
退
職
し
た
者

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

公

告

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事
完
了
の

届
出
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
（
仮
称
）
四
谷
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
工
事
完
了
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。令

和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
都
市
再
生
本
部

本
部
長

村
上

卓
也

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号

新
宿
ア
イ
ラ
ン
ド
タ
ワ
ー

十
三
階

二

対
象
事
業
の
名
称

（
仮
称
）
四
谷
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業

三

工
事
着
手
の
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日

四

工
事
完
了
の
年
月
日

令
和
二
年
七
月
二
十
二
日

五

届
出
日

令
和
二
年
八
月
六
日

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第

八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

試
験
日

令
和
二
年
十
月
十
八
日
（
日
曜
日
）

二

試
験
の
種
類
及
び
時
間

㈠

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

筆
記
及
び
実
地
試
験

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三

十
分
ま
で

㈡

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

筆
記
及
び
実
地
試
験

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

㈢

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

筆
記
及
び
実
地
試
験

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

三

試
験
場
所

早
稲
田
大
学
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
三
号
館

新
宿
区
西
早
稲
田
一
丁
目
六
番
一
号

予
定
す
る
試
験
場
所
の
定
員
を
超
え
た
場
合
等
に
、
東
京
都
内

の
他
の
場
所
で
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

試
験
方
法

㈠

筆
記
試
験

ア

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

イ

基
礎
化
学

ウ

毒
物
及
び
劇
物
の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

㈡

実
地
試
験

毒
物
及
び
劇
物
の
識
別
及
び
取
扱
方
法

五

申
請
書
類

㈠

受
験
願
書
（
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

東
京
都
規
則
第
二
十
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記

第
一
号
様
式
に
よ
る
。
）

㈡

写
真
台
帳
（
規
則
別
記
第
二
号
様
式
に
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
出
願
前
六
月
以
内
に

撮
影
し
た
無
帽
、
上
半
身
、
正
面
向
き
の
写
真
を
貼
り
付
け
た

も
の
）

㈢

受
験
票
（
規
則
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
。
）

㈣

受
験
票
を
送
付
す
る
た
め
の
封
筒
（
角
形
二
号
（
日
本
産
業

規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ
の
書
類
が
折
ら
ず
に
入
る
大
き
さ
）

の
も
の
で
、
百
四
十
円
分
の
郵
便
切
手
を
貼
付
し
、
受
験
者
の

住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
た
も
の
）

六

試
験
手
数
料

一
万
二
千
九
百
円

七

申
請
書
類
の
受
付
期
間

郵
送
に
よ
る
受
付
の
み
と
す
る
。
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令
和
二
年
九
月
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
木
曜

日
）
（
当
日
消
印
有
効
）
ま
で

八

申
請
書
類
の
受
付
場
所

東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
薬
事
免
許
担
当

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
（
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
北
側
）

九

そ
の
他

㈠

詳
細
は
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
薬
事
免

許
担
当
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

電
話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
五
〇
三

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https:／／w
w
w
.fukushihoken.m

etro.

tokyo.lg.jp ／kenkou／iyaku／sonota／d_g／shiken.htm
l

㈡

試
験
案
内
及
び
受
験
願
書
用
紙
は
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
健

康
安
全
部
薬
務
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

と
。

㈢

災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
試
験
を
延
期
し
、

又
は
中
止
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康

安
全
部
薬
務
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

銀
座
ナ
イ
ン

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
銀
座
八
丁
目
五
番
地
先
ほ
か

三

設
置
者
名

東
京
高
速
道
路
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
銀
座
一
丁
目
三
番
先

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
ほ
か
二
十

名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
ほ
か
十
九

名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

ワ
ー
ル
ド
セ
レ
ク
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会

社
ほ
か
一
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

中
央
区
銀
座
八
丁
目
十
番
七
号
東
成
ビ

ル
八
階
（
ワ
ー
ル
ド
セ
レ
ク
ト
サ
ー
ビ

ス
株
式
会
社
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

中
央
区
銀
座
八
丁
目
七
番
地
先
銀
座
ナ

イ
ン
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
二
号
館

地
下
一
階
（
ワ
ー
ル
ド
セ
レ
ク
ト
サ
ー

ビ
ス
株
式
会
社
）
ほ
か

十

変
更
日

令
和
二
年
六
月
三
十
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
二
年
七
月
三
十
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十

二
月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

雑

報

令
和
元
年
度
決
算
の
要
旨
に
つ
い
て

東
京
都
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
３７年

公
告
第
１
号
）

第
４４条

の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
度
決
算
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
２
年
８
月
２８日

東
京
都
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長

藤
野

勝

１
組
合
に
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
は
、
２６市

、
５
町
、
８
村
、

一
部
事
務
組
合
等
３１団

体
の
計
７０団

体
で
あ
る
。

２
組
合
員
数
、
標
準
報
酬
の
月
額
、
標
準
期
末
手
当
等
の
額
及
び

被
扶
養
者
数

⑴
組
合
員
数

（
長
期
）

２８,４８０人

（
短
期
・
保
健
）

２８,４７４人

⑵
標
準
報
酬
の

月
額

（
長
期
）

１１,８８９,７７２,０００円

（
組
合
員
１
人
当
た
り

４１７,４７７円
）

（
短
期
・
保
健
）

１２,２２１,３０２,０００円

（
組
合
員
１
人
当
た
り

４２９,２０９円
）

⑶
標
準
期
末
手

当
等
の
額

（
長
期
）

４８,０９１,６１２,０００円

（
短
期
・
保
健
）

４８,４２６,０１２,０００円

⑷
被
扶
養
者
数

２１,２４０人

（
組
合
員
１
人
当
た
り

０.７５人
）
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組
合
に
従
事
す
る
職
員
の
数

４６人
４

各
経
理
単
位
別
の
損
益
計
算
書
及
び
貸
借
対
照
表
の
概
況
は
、

別
表
⑴
及
び
別
表
⑵
の
と
お
り
で
あ
る
。
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正

誤

○
令
和
二
年
六
月
三
十
日
付
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号

三
ペ
ー
ジ
上
段
中
「別

記
第
７
号
様
式

」
を
「第

７
号
様
式

」
に

訂
正
し
、
同
ペ
ー
ジ
下
段
中
「別

記
第
８
号
様
式

」
を
「第

８
号
様

式

」
に
訂
正
し
、
四
ペ
ー
ジ
上
段
中
「別

記
第
８
号
の
２
様
式

」
を

「第
８
号
の
２
様
式

」
に
訂
正
し
、
同
ペ
ー
ジ
下
段
中
「別

記
第
９

号
様
式

」
を
「第

９
号
様
式

」
に
訂
正
し
、
五
ペ
ー
ジ
上
段
中
「別

記
第
１０号

様
式

」
を
「第

１０号
様
式

」
に
訂
正
し
、
同
ペ
ー
ジ
下
段

中
「別

記
第
１０号

の
２
様
式

」
を
「第

１０号
の
２
様
式

」
に
訂
正
す

る
。
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